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１．公共施設等総合管理計画策定の背景と目的 

（１）公共施設等総合管理計画策定の背景と目的 

全国的に高度成長期以降に整備したインフラが、今後、一斉に更新時期を迎えるにあたり、イン

フラの安全性の向上と効率的な維持管理の制度と体制づくりが必要となりました。このため、国は、

国や地方公共団体、その他民間企業等が管理する全てのインフラを対象に、国民の安全と安心を確

保し、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・

更新に係る産業の競争力を確保するための方向性を示すものとして、2013 年（平成 25 年）11 月

に「インフラ長寿命化基本計画」を策定しました。 

一方、地方公共団体に対しては、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃

合・長寿命化などを計画的に行うこと、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設の最適な

配置を実現するため、2014 年（平成 26 年）４月に「公共施設等総合管理計画の策定」が要請され

ました。 

この公共施設等の老朽化問題については本市においても例外ではなく、公共施設等の多くが建築

後 30 年以上を経過しています。 

今後、多くの公共施設等が耐用年数を迎えるなかで、多額の建替え・改修費用が見込まれます。

一方で、少子高齢化と人口減少が進展するなか、子育て施策の充実、持続可能な社会保障・高齢者

福祉の構築、自然災害への対応、ライフスタイル・価値観の多様化による市民ニーズの変化など、

公共施設等とそれを支える新たな仕組みの構築が求められています。 

また、財政面では少子化と人口減少に伴う生産年齢人口の減少等による税収の減少や超高齢社会

による扶助費の増加などにより、これまで以上に厳しい状況になることが見込まれます。 

こうした状況を踏まえ、本市においても国の基本計画に基づき、市が所有する公共施設等につい

て、老朽化の状況や利用状況を把握し、財政状況や人口の動向を踏まえたうえで、維持管理・更新・

長寿命化などを計画的に行っていくための中長期的な方針として「伊達市公共施設等総合管理計画」

を策定するものです。 

  

Ⅰ 公共施設等総合管理計画の概要
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（２）公共施設等総合管理計画の位置づけ 

本計画は「インフラ長寿命化基本計画」（2013 年（平成 25 年）11 月 29 日インフラ老朽化対策

の推進に関する関係省庁連絡会議決定）において、地方公共団体に対し策定が要請された「インフ

ラ長寿命化計画（行動計画）」に該当する計画です。 

また、本市の最上位計画である「第７次伊達市総合計画」に加え、関連する「伊達市行政改革 2017」

や「伊達市過疎地域持続的発展計画」などと整合を図りながら、公共建築物やインフラ系施設を対

象とした個別施設計画を総括し、あわせて対象とする公共施設等における基本的な取り組みを示す

ものです。 

 

■計画の関連図 
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２ 本計画の対象となる公共施設等の範囲と計画期間 

（１）本計画における対象となる公共施設 

本市が保有する公共施設等のうち、建築物系施設とインフラ系施設を対象とします。建築物系施

設については、庁舎等、子育て・福祉関連施設、地域会館関連施設、産業振興関連施設、住宅、社

会教育施設、スポーツ施設、学校、給食センター、その他の 10 類型としました。 

また、インフラ系施設については、道路、橋りょう、河川、上水道、下水道、公園の６類型とし

て、現状等の把握や基本的な方針を検討します。 

 

■公共施設等の分類 

施設分類 主な施設 

建
築
物
系
施
設 

1 庁舎等 庁舎、伊達市消防・防災センター など 

2 子育て・福祉関連施設 放課後児童クラブ、保育所 など 

3 地域会館関連施設 コミュニティセンター、集会所 など 

4 産業振興関連施設 

ワークプラザ、観光物産館、堆肥センター、 

木質ペレットプラント など 

5 住宅 市営住宅 

6 社会教育施設 

カルチャーセンター、図書館、 

だて歴史文化ミュージアム など 

7 スポーツ施設 まなびの里、総合体育館、武道館 など 

8 学校 小学校、中学校、義務教育学校 

9 給食センター だて歴史の杜食育センター など 

10 その他 

大滝サービスステーション、職員・教職員住宅 

など 
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施設分類 主な施設 

イ
ン
フ
ラ
系
施
設 

1 道路 市道・自転車歩行者専用道路 

2 橋りょう 橋りょう 

3 河川 河川 

4 上水道 管路 

5 下水道 管路 

6 公園 公園 

 

（２）計画期間 

本計画の計画期間は、2016 年度（平成 28 年度）から 2025 年度（令和７年度）までの 10 年間と

します。 

なお、計画期間内であっても必要に応じて計画の内容や対象施設等について見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 年度（平成 28 年度） ～ 2025 年度（令和７年度）

計画期間「10 年間」 
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１．将来の人口 現状と予測～伊達市人口ビジョンより 

伊達市人口ビジョンでは、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研という）の「日本の

地域別将来推計人口」（2018 年（平成 30 年））に基づき、総人口及び年齢３区分別人口の推移と

将来推計をまとめています。 

総人口については、2040 年（令和 22 年）には 25,881 人、2060 年（令和 42 年）には 18,262

人となることが予測されています。 

年少人口（0 歳～14 歳）は、2040 年（令和 22 年）には 2015 年（平成 27 年）の約６割、2060

年（令和 42 年）には約４割まで減少が進むことが予想されています。 

生産年齢人口（15 歳～64 歳）は、2040 年（令和 22 年）には約 12,000 人、2060 年（令和 42

年）には約 8,000 人と予想されています。 

老年人口（65 歳以上）は、2040 年（令和 22 年）には 11,522 人で、総人口の約 45％になると

予想されています。 

 

■本市の総人口と年齢 3 区分別人口の推移（1955～2060 年） 

 

※社人研の推計では 2045 年までとなっており、それより先の年次の推計については諸率（生残

率、純移動率等）をそのまま用いて推計。 
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その一方で、総人口の目標値を 2040 年（令和 22 年）時点で 26,894 人、2060 年（令和 42 年）

時点で 20,460 人としています。 

社人研準拠推計と比較すると、2040 年（令和 22 年）時点で 1,000 人程度、2060 年（令和 42 年）

時点で 2,200 人程度減少が抑制される見込みです。 

 

■本市における人口の推移と長期的な見通し 

 

 

  

 

 

25,881 

18,262 

34,995 

26,894 

20,460 

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

パターン１（社人研推計準拠）

将来展望（パターン１＋出生率1.7（2030）→2.1（2040））

総人口（人）

パターン１ （社人研推計準拠） 

 

将来展望   パターン１＋出生率 1.7（2030）⇒1.8（2040） 

       20代 30代の純移動率 2040年まで 1ポイント引き上げ 

                   2045年から 3ポイント引き上げ  

パターン 1 

パターン 2 



7 

２．本市の財政状況 

（１）歳入の状況 

本市における一般会計の歳入の状況は、例年、総額 180～190 億円程度で推移しており、2021 年

度（令和３年度）における歳入総額は約 214.2 億円となりました。 

2020 年度（令和２年度）及び 2021 年度（令和３年度）の歳入額が 200 億円を超える規模となっ

た主な要因は、新型コロナウイルス感染症への対応として国庫支出金が増加したためです。 

このように、一時的には歳入額が伸びましたが、地方税（市税）は 38 億円前後、普通交付税を

含む地方交付税は 60～70 億円台で推移しており、今後、高齢化の進展と生産年齢人口の減少に伴

う地方税の伸び悩みや、地方交付税の段階的な縮減を踏まえると、歳入の大幅な増加は期待できず、

これまでと同程度の財源を確保できるか不透明な状況となっています。 
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（２）歳出の状況 

本市における一般会計の歳出の状況は、例年、総額 180 億円前後で推移しており、2021 年度（令

和３年度）における歳出総額は約 201.4 億円となりまた。 

2020 年度（令和２年度）及び 2021 年度（令和３年度）の歳出額が 200 億円を超える規模となっ

た主な要因としては、新型コロナウイルス感染症への対応としてその他経費が増加したためです。 

また、扶助費については、新型コロナウイルス感染症経済対策として大幅な増加となった 2021

年度（令和３年度）を除くとほぼ横ばいで推移していますが、今後は少子高齢化の更なる進展によ

り、歳出に占める割合が増加すると見込まれています。 

公共施設関連について、投資的経費は年度によって増減があり、2021 年度（令和３年度）は 17.3

億円、維持補修費は３億円前後で推移し、2021 年度（令和３年度）は 3.2 億円となりました。 
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３．建築物系施設の状況 

（１）本市の建築物系施設の所有状況 

2021 年度末（令和３年度末）現在の建築物系施設の延床面積合計は約 21.8 万㎡となっており、

施設分類ごとの延床面積の上位順では、住宅が 31.8％、学校が 19.3％、その他が 13.7％と続きま

す。 

また、人口一人当たりの延床面積は、6.65 ㎡となっています。 

なお、施設の内訳と詳細については、14 ページから 20 ページをご参照ください。 

 

施設分類 施設数 延床面積（㎡） 割合 
人口一人当たり

延床面積（㎡） 

1 庁舎等 7 17,081.20 7.8% 0.52  

2 子育て・福祉関連施設 12 7,637.57 3.5% 0.23  

3 地域会館関連施設 28 9,193.82 4.2% 0.28  

4 産業振興関連施設 7 12,858.48 5.9% 0.39  

5 住宅 22 69,481.63 31.8% 2.12  

6 社会教育施設 8 12,816.82 5.9% 0.39  

7 スポーツ施設 9 13,880.73 6.4% 0.42  

8 学校 10 42,226.30 19.3% 1.29  

9 給食センター 1 3,301.35 1.5% 0.10  

10 その他 54 29,918.41 13.7% 0.91  

計 158 218,396.31 100.0% 6.65  

※人口は 2020 年（令和２年）国勢調査結果（確定値） 32,826 人を引用 
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（２）公共施設老朽化の状況 

①耐震化の状況 

現行の耐震基準（新耐震基準）は、1981 年（昭和 56 年）に改正され、導入されたものです。新

耐震基準の考え方は、中規模の地震（震度５強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて

稀にしか発生しない大規模の地震（震度６強から震度７程度）に対しては、人命に危害を及ぼすよ

うな倒壊等の被害が生じないことを目標としたものになっています。 

上記をひとつの基準とし、本市における取得年度（建築年度）別の延床面積を見ると下図のとお

りになります。 

本市においては、旧耐震基準の 1981 年（昭和 56 年）までに建築された建物が、24.1％を占めて

います。約４分１の建物が旧耐震規準による建築構造となっており、耐震化や長寿命化など、計画

的な対策を考える必要があります。 
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165,854.49 ㎡ 75.9% 

1981 年（昭和 56 年）以前

52,541.82 ㎡ 24.1% 
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②有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）の状況 

建築物の老朽化は一般に、「減価償却累計額/（再）取得価額」で表され、どの程度償却が進行し

ているかの指標となります。 

再取得価額の計算には固定資産台帳の施設情報をベースに、各施設の延床面積に「一般財団法人

自治総合センター」から公表されている「公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推

計する方法（試算ソフト）」の建替え単価表を参考にした単価を乗じて算出しています。減価償却累

計額は、「償却率×再取得価額×経過年数」として算出しています。有形固定資産減価償却率は、

「減価償却累計額÷再取得価額」として算出しています。 

 

■施設分類ごとの面積当たりの建替え単価表 

施設分類 面積当たりの建替え単価 

庁舎等 40 万円/㎡ 

子育て・福祉関連施設 33 万円/㎡ 

地域会館関連施設 40 万円/㎡ 

産業振興関連施設 40 万円/㎡ 

住宅 28 万円/㎡ 

社会教育施設 40 万円/㎡ 

スポーツ施設 36 万円/㎡ 

学校 33 万円/㎡ 

給食センター 33 万円/㎡ 

その他 36 万円/㎡ 

 

本市の建築物系施設における 2021 年度（令和３年度）末時点の有形固定資産減価償却率は、

64.7％です。 

「第 12 回地方自治体財務書類の全国比較（平成 29 年度決算版）」によると、有形固定資産減価

償却率は、市区で平均 59.2％であり、本市においては、2017 年度（平成 29 年度）で 57.7％である

ことを考慮すると、全国平均とほぼ同等といえます。 

有形固定資産減価償却率の上位順では、その他で 89.0％、学校 79.8％、庁舎等は 75.8%と資産の

老朽化が進んでいる状況です。 

こうした現状から、建築物の一人当たりの延床面積の縮減や、延命措置の実施又は取り壊しによ

る公共施設の最適な配置が、今後の大きな課題となっています。 

 

  

建替え単価は、できる限り現実に即

したものとするために、既に更新費

用の試算に取り組んでいる地方公共

団体の調査実績、設定単価等を基

に、用途別に４段階の単価が設定さ

れています。 

●POINT 
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■資産別の有形固定資産減価償却率 

施設分類 再取得価額(千円） 減価償却累計額（千円） 有形固定資産減価償却率 

庁舎等 6,832,480 5,175,864 75.8% 

子育て・福祉関連施設 2,520,398 1,116,503 44.3% 

地域会館関連施設 3,677,528 2,401,881 65.3% 

産業振興関連施設 5,143,392 2,922,474 56.8% 

住宅 19,454,856 10,116,257 52.0% 

社会教育施設 5,126,728 2,921,984 57.0% 

スポーツ施設 4,997,063 2,036,337 40.8% 

学校 13,934,679 11,125,949 79.8% 

給食センター 1,089,446 174,311 16.0% 

その他 10,770,628 9,589,328 89.0% 

計 73,547,197 47,580,888 64.7% 

 

■有形固定資産減価償却率の推移 

 

 

  

57.7%

59.3%

61.0%

62.8%

64.7%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

年々公共施設の老朽化が進行している 
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（３）建築物系施設のコスト状況 

建築物系公共施設の 2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（令和２年度）における年間平

均コストは 158 施設合計で、約 17 億円となっています。１施設平均では年間約 1,100 万円となり

ます。 

年間平均コストが高い分類は、社会教育施設が約 4.6 億円、給食センター、産業振興関連施設

が共に約 2.2 億円となっています。 

１施設当たりの平均コストが高い分類は、給食センター、社会教育施設、産業振興関連施設の

順となっています。 

 

施設分類 施設数 
平均維持管理 

コスト(千円） 

平均事業運営 

コスト（千円） 

コスト合計 

（千円） 

1 施設当たりの 

平均コスト（千円） 

庁舎等 7 151,064 24,869 175,932 25,133 

子育て・福祉関連施設 12 2,428 194,982 197,411 16,451 

地域会館関連施設 28 7,860 43,153 51,013 1,822 

産業振興関連施設 7 94,002 122,929 216,931 30,990 

住宅 22 18,961 2,818 21,778 990 

社会教育施設 8 132,842 325,707 458,550 57,391 

スポーツ施設 9 7,401 136,826 144,227 16,025 

学校 10 50,598 91,327 141,924 14,192 

給食センター 1 170,610 52,991 223,601 223,601 

その他 54 13,542 72,703 86,245 1,597 

計 158 649,307 1,068,304 1,717,611 10,871 

 

 

 

 

  

平均コストの高い施設と低い施設がある理由の一例として、以下のことが考えられます。 

 

・施設の持つ機能に起因するもの（人件費、委託管理料、エネルギー使用量など） 

・施設の利用頻度に起因するもの（人件費、エネルギー使用量など） 

・施設の老朽化の度合いに起因するもの（工事請負費、修繕費） 

・古い設備を稼働させることによる修繕費、エネルギー使用量の増加 

●POINT 
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（４）資産分類別の施設の状況 

①庁舎等 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

伊達市役所 庁舎 1975 46 6,160.87 92.0% 

第２庁舎 
1990～

(2006) 
15～31 2,028.23 30.0～62.0% 

館山分庁舎（旧環境保全体験センター） 1977 44 145.05 100.0% 

梅本分庁舎（旧宮尾登美子記念アートホ

ール） 
2004 17 356.97 45.9% 

長和分庁舎（旧長和小学校校舎、体育館） 
1963～

1970 
51～58 2,982.00 100.0% 

伊達市消防・防災センター 2003 18 3,650.42 36.0～48.6% 

大滝総合支所（消防除く） 1977 44 1,672.95 88.0% 

※経過年数と有形固定資産減価償却率は 2021 年度（令和３年度）末時点の数字。以下、同様。 

 

②子育て・福祉関連施設 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

うす保育所 
1975～

1991 
30～46 439.60 100.0% 

くるみ保育所 1984 37 572.37 100.0% 

大滝保育所 1982 39 578.52 85.8% 

ひまわり保育所 2017 4 1,386.36 10.8% 

子育て支援センターえがお 2001 20 99.37 84.0% 

第１・２やまびこ児童クラブ 2008 13 320.76 59.8% 

第３やまびこ児童クラブ 2016 5 97.20 23.0% 

うめのこ児童クラブ 2005 16 198.74 73.6% 

第 2 うめのこ児童クラブ 1979 42 69.35 100.0% 

ほしのこ児童クラブ 2014 7 410.32 32.2% 

旭町児童館・地域交流館 2010 11 404.11 50.6% 

潮香園 2008 13 3,060.87 28.6% 
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③地域会館関連施設 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

黄金地区コミュニティセンター 2003 18 627.15 54.0% 

長和地区コミュニティセンター 2006 15 698.69 45.0% 

東地区コミュニティセンター 1996 25 799.53 55.0% 

有珠地区コミュニティセンター 1998 23 699.04 50.6% 

市民活動センター 2015 6 844.93 18.0% 

こがね達南会館 1972 49 287.92 100.0% 

黄金駅前館 1988 33 151.43 100.0% 

関内７区会館 1968 53 336.62 100.0% 

喜門別会館 1974 47 69.56 100.0% 

東第７区自治会館 1974 47 99.15 100.0% 

中稀府会館（旧農村婦人の家） 2017 4 179.30 18.4% 

すみれ福祉会館 
1974～

1986 
35～47 276.59 100.0% 

つばさ福祉会館 1981 40 107.41 100.0% 

関内福祉会館 1978 43 102.68 100.0% 

三ツ和福祉会館 
2002～

2011 
10～19 124.39 46.0～87.4% 

親和福祉会館 1974 47 127.96 100.0% 

竹原福祉会館 1984 37 107.42 100.0% 

伊達紋別駅南集会所 2018 3 252.12 9.0% 

優徳集会所 2005 16 270.00 35.2% 

愛地集会所 2002 19 98.91 87.4% 

円山集会所 1984 37 179.42 100.0% 

大滝基幹集落センター 1983 38 1,376.07 83.6% 

昭園集会所 1988 33 47.39 100.0% 

上野集会所 1979 42 89.43 100.0% 

本郷集会所 1989 32 98.91 100.0% 

優徳農村公園コミュニティ施設 1999 22 269.00 92.4% 

有珠生活館 
1962～

1979 
42～59 248.30 100.0% 

旧地域活性化交流センター 1994 27 624.50 54.0% 
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④産業振興関連施設 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

堆肥センター（1 次・2 次発酵場 A・B、

堆積場、管理棟） 

2003～

2011 
10～18 8,768.71 42.0～59.4% 

伊達市就農支援研修センター（センター、

ポンプ室） 

1961～

2011 
10～60 430.77 33.0～100.0% 

大滝有機物再資源化センター 2003 18 469.42 48.6% 

木質ペレットプラント 2008 13 833.60 42.9% 

観光物産館 物品販売店舗 
2011～

2013 
8～10 1,388.00 21.6～27.0% 

ワークプラザ（研修棟、作業・技能講習棟） 2004 17 414.71 45.9～56.1% 

旧ひまわり保育所（伊達商工会議所） 1977 44 553.27 100.0% 

 

⑤住宅 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

黄金団地 2007 14 1,031.56 30.8% 

にれの木団地 1～12 号棟 
1997～

2009 
12～24 17,885.28 26.4～52.8% 

駅前団地 1～2 号棟 
2012～

2013 
8～9 7,713.18 17.6～19.8% 

長和団地 1～3 号棟 
1991～

1993 
28～30 5,056.41 61.6～66.0% 

舟岡団地 4～6 号棟 
1986～

1989 
32～35 3,349.59 70.4～77.0% 

有珠団地 2000 21 2,184.73 46.2% 

末永改良住宅 1～5 号棟 
1979～

1981 
40～41 4,627.01 88.0～92.4% 

旭町改良住宅 1～4 号棟 
1979～

1982 
39～42 4,874.71 85.8～92.4% 

舟岡改良住宅 1～3 号棟 
1983～

1985 
36～38 2,884.98 79.2～83.6% 

本町東団地 1～2 号棟  
1981～

1982 
39～40 1,078.56 100.0% 

本町南団地 A～D 棟 
2004～

2008 
13～17 4,239.10 28.6～37.4% 

見晴団地 56 年、59 年、61 年棟 
1981～

1986 
35～40 837.80 94.5～100.0% 

優徳団地 61 年、62 年、5 年棟 
1986～

1993 
28～35 898.58 75.6～94.5% 

優徳団地１～4 号棟 
2013～

2014 
7～8 1,726.26 17.6～32.2% 

紅葉団地 1～3 号棟 
1983～

1984 
37～38 1,348.20 100.0% 

ほのぼの団地 1～2 号棟 2003 18 1,524.60 39.6% 
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施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

湯の街団地 1982 39 249.00 100.0% 

白樺団地 A～C 号棟 
2000～

2002 
19～21 4,079.85 41.8～46.2% 

若葉団地 1～2 号棟 1999 22 1,161.60 48.4% 

清流団地Ａ～C 棟（定住促進住宅） 2016 5 1,419.75 23.0% 

せせらぎ団地（定住促進住宅） 2017 4 480.31 18.4% 

こもれび団地 A～C 棟（定住促進住宅） 2020 1 830.57 4.6% 

 

⑥社会教育施設 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

だて歴史の杜カルチャーセンター 1994 27 5,775.00 54.0% 

迎賓館 1956 65 255.88 100.0% 

図書館 1979 42 960.00 84.0% 

北黄金貝塚情報センター 2000 21 301.91 42.0% 

大滝自然ふれあい交流施設 1996 25 59.28 50.0% 

だて歴史文化ミュージアム 本館 2018 3 1,498.52 6.0% 

だて歴史文化ミュージアム 体験学習館 1998 23 567.75 75.9% 

伊達市アートビレッジ文化館、噴火湾文

化研究所 
1985 36 3,398.48 72.0% 

 

⑦スポーツ施設 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

まなびの里（旧有珠中学校校舎）研修棟 1986 35 1,843.88 77.0% 

まなびの里（旧有珠中学校体育館）屋内運

動場 
1986 35 863.00 100.0% 

まなびの里パークゴルフ場管理棟 2010 11 155.68 46.2% 

クロスカントリーレストステーション 1996 25 196.26 100.0% 

パークゴルフ場（旧研修所）クラブハウス

（研修所） 
1970 51 155.52 100.0% 

館山野球場 管理棟 1983 38 65.61 100.0% 

総合体育館 2011 10 7,409.72 22.0% 

温水プール 2013 8 2,272.46 17.6% 

武道館 1990 31 918.60 93.0% 
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⑧学校 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

伊達小学校（校舎、体育館） 
1971～

2019 
2～50 6,243.00 6.0～100.0% 

伊達西小学校（校舎、体育館、プール） 
1998～

1999 
22～23 6,520.00 50.6～66.0% 

関内小学校（校舎、体育館） 1991 30 2,035.00 66.0～90.0% 

長和小学校（校舎、体育館） 
1987～ 

1988 
33～34 3,158.00 72.6～100.0% 

東小学校（校舎、体育館） 
1974～ 

1978 
43～47 3,674.00 94.6～100.0% 

有珠小学校（校舎、体育館） 1973 48 2,668.00 100.0% 

伊達中学校（校舎、体育館） 
1982～ 

1993 
28～39 8,006.30 61.6～100.0% 

光陵中学校（校舎、体育館） 
1979～

1980 
41～42 6,015.00 90.2～100.0% 

星の丘小中学校 2005 16 1,361.00 35.2% 

大滝徳舜瞥学校（校舎、体育館、倉庫） 1995 26 2,546.00 57.2～100.0% 

 

⑨給食センター 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

だて歴史の杜食育センター 2017 4 3,301.35 16.0% 

 

⑩その他 

施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

伊達小教員住宅 
1980～

1994 
27～41 314.70 100.0% 

関内小教員住宅 
1977～

1991 
30～44 334.67 81.0～100.0% 

旧長和小教員住宅 
1976～

1982 
39～45 1,154.54 100.0% 

長和小教員住宅 
1990～

1994 
27～31 290.56 83.7～100.0% 

伊達西小教員住宅 1997 24 168.92 100.0% 

有珠小教員住宅 
1993～

1996 
25～28 147.34 75.6～100.0% 

伊達中教員住宅 
1981～

1983 
38～40 628.87 100.0% 

光陵中教員住宅 1979 42 131.26 100.0% 

就農支援・研修施設（関内中教員住宅） 1978 43 126.15 100.0% 

大滝中学校教職員住宅 
1973～

1991 
30～48 685.02 100.0% 
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施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

山下町教員住宅 
1973～ 

1979 
42～48 716.92 100.0% 

大滝区教職員住宅 
2012～

2014 
7～9 578.60 32.2～41.4% 

舟岡町職員住宅 
1980～

1987 
34～41 918.82 100.0% 

大滝区職員住宅 1984 37 99.00 100.0% 

国際交流職員住宅 1993 28 225.99 100.0% 

伊達市役所 バス車庫・書庫 2013 8 416.16 26.4% 

大滝総合支所現業車庫（本町 17） 1992 29 378.00 95.7% 

大滝総合支所車庫（バス等用、本町 24－

3） 
2000 21 216.00 69.3% 

大滝総合支所倉庫（観光、本町 87-3） 1990 31 119.00 100.0% 

だて歴史の杜トイレインフォメーション 1994 27 88.00 100.0% 

だて歴史の杜 管理事務所 1995 26 260.00 100.0% 

大滝サービスステーション 2017 4 39.81 16.0% 

弄月館 1984 37 899.29 81.4% 

共同浴場ゆのさとの湯 1985 36 76.42 100.0% 

共同浴場ふるさとの湯 2010 11 234.71 29.7% 

北湯沢湯のさと館 1985 36 468.46 100.0% 

優徳中継ポンプ室（温泉用） 2002 19 42.05 51.3% 

北温沢泉源室第 1 泉源室 1984 37 60.50 100.0% 

北温沢泉源室第 2 泉源室 1984 37 25.34 100.0% 

車両基地（事務所、車庫） 1980 41 881.00 100.0% 

新世代地域ケーブルテレビ施設 2003 18 154.35 36.0% 

北湯沢簡易郵便局 1963 58 37.37 100.0% 

志門気集会所 1964 57 143.00 100.0% 

伊達市霊園 管理事務所 1991 30 103.76 100.0% 

室蘭線伊達紋別駅（自由通路、北棟、南棟） 2017 4 666.78 10.8～13.2% 

さけ・ます養魚飼育場 管理棟 1984 37 46.78 100.0% 

旧稀府小学校（校舎、体育館） 
1973～

1978 
43～48 2,538.00 94.6～100.0% 

旧北湯沢小学校（校舎、体育館） 1984 37 1,087.00 100.0% 

旧大滝小学校 1984 37 836.00 100.0% 

旧達南中学校（校舎、体育館） 
1962～

1984 
35～59 3,474.00 81.4～100.0% 

旧大滝中学校（校舎、体育館） 1986 35 2,627.00 77.0～100.0% 

旧第 2 うめのこ児童クラブ 1969 52 59.62 100.0% 

旧第 3 うめのこ児童クラブ 1969 52 59.62 100.0% 
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施設名称 
取得年度 

(増改築年度) 
経過年数 面積（㎡） 

有形固定資産 

減価償却率 

旧まれふ児童クラブ 1978 43 126.15 100.0% 

旧さくら幼稚園（こどもの国フェニックス） 1980 41 619.00 100.0% 

旧大滝区給食センター 1992 29 445.00 72.5% 

旧市民研修センター（本館、体育館） 
1966～

1979 
42～55 2,066.13 100.0% 

旧大滝工芸館 1995 26 451.75 70.2% 

旧森林せせらぎ館 1989 32 668.00 100.0% 

旧有珠共同作業所 1963 58 99.00 100.0% 

旧衛生組合受入前処理棟 1985 36 367.00 97.2% 

旧清掃センター（ごみ焼却場、再生資源処

理施設、塵芥車車庫） 

1988～

1996 
25～33 2,227.02 82.5～100.0% 

旧大滝区火葬場 1984 37 144.18 74.0% 

旧伊達さけますふ化場 1979 42 145.80 100.0% 
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４．インフラ系施設の状況 

本市が所有している道路や上下水道等のインフラ系施設については、下表のとおりです。 

 

道路 

種別 実延長（ｍ） 道路面積（㎡） 

１級(幹線)道路 76,685 740,270 

２級(幹線)道路 73,579 550,695 

その他の市道 413,960 2,458,385 

一般道路 合計 564,224 3,749,350 

自転車歩行道路 13,354 42,916 

 

橋りょう 

構造別 面積（㎡） 

鋼橋 7,891 

コンクリート橋 18,020 

鋼橋とコンクリート橋との混合橋 17 

木橋 291 

鋼橋又はコンクリート橋と木橋又は 

石橋との混合橋 
311 

合 計 26,530 

 

河川(準用河川) 
河川数 延長（ｍ） 

１河川 300 
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上水道施設 

管径別 延長（ｍ） 

導水管 
300mm 未満 9,520 

300～500mm 未満 2,860 

送水管 
300mm 未満 436 

300～500mm 未満 265 

配水管 

50mm 以下 51,463 

75mm 以下 46,002 

100mm 以下 65,403 

125mm 以下 226 

150mm 以下 29,961 

200mm 以下 15,484 

250mm 以下 3,354 

300mm 以下 3,564 

350mm 以下 2,459 

400mm 以下 9,837 

合計 240,834 

 

下水道施設 
管種別延長 ｺﾝｸﾘｰﾄ管 塩ビ管 更生管※１ その他 

延長（ｍ） 38,058 172,646 109 15,448 

 

下水道施設 

管径別延長 
管径 

～250mm 

管径 

251mm～500mm 

管径 

501mm～ 

延長（ｍ） 197,109 13,430 15,722 

 

都市公園 
箇所数 面積（㎡） 

38 箇所 373,924 
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１．本市の公共施設等の課題 

（１）公共施設等の修繕・更新等への対応 

本市の公共施設等の全体的な老朽化の進行にあたり、特に改修・更新費用が短期的に集中する場

合は、単一年度に改修等が集中し財政負担に偏りが生じるおそれがあり、現在の総量を維持するの

は財政的に困難と考えられます。 

このような中、健全な財政運営を維持するためには、改修・更新・除却等にかかる費用を全体的

に抑制するとともに平準化させることが必要であり、今後は、中長期的な視点による計画的・戦略

的な公共施設等の整備更新、最適化の取り組みを行う必要があります。 

また、公共施設等の情報を一元管理し、より効率的な管理・運営を推進していくための組織体制

の構築が課題となります。 

 

（２）人口減少・少子高齢化社会への対応 

本市の将来人口は、2015 年（平成 27 年）時点の 34,995 人から、2040 年（令和 22 年）時点で

26,894 人、2060 年（令和 42 年）時点で 20,460 人を目標としていますが、減少傾向であることは

変わりありません。 

そのため、人口減少・少子高齢化に伴う市民のニーズの変化に対応した、適正な公共施設等の総

量規模や配置（統廃合、更新時のコンパクト化など）を検討していく必要があります。 

 

（３）逼迫する財政状況への対応 

今後、人口の減少に伴い市税収入や地方交付税など一般財源の減少が予想されることに加えて、

少子・高齢化に伴う扶助費が増加することから、投資的経費等の公共施設等の維持管理のための財

源確保が出来なくなることが見込まれます。 

こうした厳しい財政状況の中で、公共施設等の管理・運営にかかる費用を縮減し、なおかつ機能

の維持を図っていくことが大きな課題となります。 

また、多様化する市民ニーズに対応するため民間企業との連携や、市民との協働も視野に入れな

がら、事業の効率化、施設の統廃合や複合化の取り組み、維持管理費の削減など、全庁的な公共施

設マネジメントに取り組む必要があります。 

  

Ⅲ 本市施設更新の基本方針
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２．公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

本市における公共施設等の現状や課題に対応し、将来の人口減少を見越した長期的な視点で、持

続可能な財政運営を図りながら公共施設等を管理していく必要があります。2018 年（平成 30 年）

の国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」による推計では、2040 年（令和 22

年）で本市の人口は 2015 年（平成 27 年）年対比でおよそ 26.0％減少すると推計されています。

この減少率を考慮すれば、市民一人当たりの負担を増加させないためには、公共施設等についても

同様に 2040 年（令和 22 年）までに 26.0％削減することで釣り合いが取れることとなります。し

かしながら、公共施設等については各地区に設置している集会施設等のように、単純に削減するこ

とが難しい施設も多くあるため、今後の全体的なまちづくりの中で、利活用の状況や老朽化の状況

を考慮しながら検討しなければなりません。 

また、公共施設等には道路や橋りょう、上下水道等のインフラ系施設も含まれており、整理を行

うのが困難なものも多く含まれています。 

公共施設等総合管理計画は、単に公共施設等を削減するために投資を抑制するものではなく、厳

しい財政状況の中であっても長期的な視点を持って公共施設等の老朽化対策を進めるために、今後

の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減・平準化することを目的となりま

す。 

新たな施設整備や更新については必要最低限行うこととし、その際は、施設の複合化、集約化、

民間活力の活用等、効果的・効率的な方法を検討し、あわせて、ユニバーサルデザイン※２化、脱炭

素化をはじめとした環境への配慮等、時代の要求に対応した取り組みを推進していきます。 

また、ファシリティマネジメント※３の考え方に基づいて、市が所有する全ての財産を経営資源と

捉え、計画的な予防保全による長寿命化、既存施設や土地等の効率的な活用による維持管理経費の

縮減、未利用財産の売却処分等による歳入確保等、公共施設等の総合的な利活用を推進し、財政負

担の軽減を図りながら市民が必要とする行政サービスの維持向上を目指します。 

 

（１）個別施設計画との連動 

建築物系施設については、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を目

的に、個別施設計画に具体的な計画を策定しています。 

また、インフラ系施設についてもそれぞれの個別施設計画に基づくものとします。 

個別施設計画では、地域及び利用者との意見交換等により、「方向性・対策」に変更が生じた場合

は、計画見直し時に変更することとします。 

また、対策時期については、現時点で想定される時期としていますが、財政状況をはじめとする

その時々の社会情勢等によって変更となる場合があります。 
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（２）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は利用状況や経年劣化から生じる汚損、老朽化の進行に伴い本来の機能が低下してい

きます。公共施設等の安全性や快適性を確保しつつ、効果的な維持管理や更新を実施していくため

には、不具合が発生した都度修繕を行う「事後保全」から、施設の劣化や損傷の進行を未然に防止

し、長寿命化を目的に計画的な補修を実施する「予防保全」への転換を目指すことで既存公共施設

を良好な状態に保ちます。 

また、定期的に点検、診断を行い、その結果を蓄積することで劣化や損傷状況を適切に把握し、

今後の改修等の判断材料としていきます。 

 

（３）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公共施設等の維持管理・修繕・更新等に関しては、対応時期が重複することで、年度ごとに係

る予算も積み上がることから、点検・診断等を踏まえた優先順位を検討し、事業の前倒しや先送

りにより、年度ごとの予算を平準化します。 

なお、実施にあたっては、既存施設との集約化や小規模化及び設備等の省エネ化等を十分検討

し、イニシャルコストやランニングコストを総合的に検証したうえで進めることとします。 

また、施設の総量の削減、安全・安心の観点からも廃止や修繕不可能な施設については、取り

壊しを検討します。施設の取り壊しについても、優先順位を付けて順次事業を実施し、事業費等

の平準化を図ることとします。 

 

（４）安全確保の実施方針 

公共施設等の日常点検、定期点検・診断等を通じて劣化状況を把握するとともに、災害発生時の

機能保持のため、安全性の確保に努めます。劣化等による事故の危険性が高い箇所については、速

やかに対処することとします。施設の安全性の確保に加え、利用者の安全性の確保・利便性の向上

のため、ユニバーサルデザイン化を推進していきます。 

 

（５）耐震化の実施方針 

本市における公共建築物の多くは、災害が発生した際に地域住民の避難場所として活用され、情

報収集や災害対策を行う拠点ともなることから、日常の安全性の確保に加え、災害時においても十

分に施設の機能を発揮できるよう、耐震化を推進していきます。 

今後は耐震化が必要となる公共施設だけでなく、道路、橋りょう、上下水道等のインフラ系施設

についても検討を進め、必要な整備と適正な管理に努めていきます。 
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０年 ８０年６０年２０年 ４０年

経年劣化による機能・性能の劣化

大規模改修 大規模改修長寿命化改修 建替え

機能性能

レベル

向上

劣化

【長寿命化（予防保全）の考え方】

（６）長寿命化の実施方針 

今後も継続的な運用（利用）を実施する必要がある施設については、定期点検や修繕による予

防保全型の維持管理を実施するとともに、計画的な機能改善により施設の長寿命化を図り、その

安全性や機能性を確保するとともに、ライフサイクルコストの縮減に取り組みます。 

また、すでに長寿命化計画を策定している個別の施設等については、本計画を基本として継続

的に見直しを行い、それぞれの長寿命化計画に基づく維持管理等を実施することとします。 

さらに、それ以外の施設等については、必要に応じて本計画を基本とした長寿命化計画などの

策定を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）効率的な施設運営 

施設運営の見直しにあたっては、周辺自治体との事業連携や業務委託、指定管理制度、ＰＰＰ※５

やＰＦＩ※６等の活用など効率的な管理運営の手法を検討します。 

食育センターでは、従来のように本市が直接整備するのではなく民間事業者が施設の建設や維持

管理、運営を行い民間ならではの取り組みを生かすことのできるＰＦＩ方式を採用しています。 
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（８）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

公共施設等の改修や更新等を行う際には、施設の機能や目的、利用状況などを考慮しながら、

市民のニーズや関係法令等におけるユニバーサルデザインのまちづくりの考え方を踏まえ、障が

いの有無、年齢、性別、人種等に関わらず、誰もが安全・安心で快適に利用できる環境を整えて

いきます。 

 

■市民活動センター    ■伊達市役所庁舎 駐車場 

「身障者用駐車スペースの確保」   「身障者用駐車スペースの確保」 

 

 

■北黄金貝塚情報センター「スロープ」  ■伊達小学校 多目的ホール「スロープ」 

 

 

■だて歴史の杜カルチャーセンター  ■観光物産館「多目的トイレ」 

「キッズスペース」 
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（９）脱炭素化の推進方針 

公共施設等の長寿命化や、更新、改修の際は、省エネ・再エネ設備の導入促進など脱炭素化に

向けた取り組みを推進していきます。 

 

（10）統合や廃止の推進方針 

公共施設等については、必要なサービスの水準を維持しながら、その総量が本市の規模に見合

うものとなるよう適正化を図っていく必要があります。 

今後、新たに施設整備や更新を行う際は、必要な公共施設等に限り行うこととし、施設の複合

化、集約化等、効果的・効率的な方法を検討していきます。 

なお、合併に伴う重複施設や廃止施設で転用や利活用の見込めないものについては、施設を解

体してその後の経費削減を図ります。 

また、施設の廃止や複合化等により空いた土地は活用・処分を進めていきます。 

 

（11）数値目標の設定 

「伊達市公共施設等総合管理計画 個別施設計画」において、建築物系施設全体の延床面積の目

標値を定めており、本計画においても同様の目標値とします。 

伊達市公共施設等総合管理計画 個別施設計画の「方向性・対策」を実施したことを前提に機械

的に計算した場合の建物の延床面積は、全体で 32.63％の減となります。 

 

■長寿命化などの対策を行った場合の延床面積 

№ 分類 

延床面積（㎡） 

2019年 
（現在） 

2068年 
（50年後） 

差 

1 庁舎等 13,512 13,512 0（0％） 

2 子育て・福祉関連施設 8,847 8,542 305（△3.45%） 

3 地域会館関連施設 10,092 7,975 2,116（△20.97%） 

4 産業振興関連施設 12,934 12,617 317（△2.45%） 

5 住 宅 68,688 34,486 34,202（△49.79%） 

6 社会教育施設 15,811 12,607 3,204（△20.27%） 

7 
スポーツ施設 

（旧名：体育施設） 
15,183 13,881 1,302（△ 8.58%） 

8 学 校 51,998 34,201 17,797（△34.23%） 

9 給食センター 3,799 3,301 497（△13.09%） 

10 その他 18,162 6,443 11,719（△64.53%） 

総計 219,026 147,566 71,460（△32.63%） 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

〔単位：㎡〕 
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本市では、将来的に人口減少が想定されることから、公共施設等の利用者は減少していくもの

と考えられますが、地域毎に必要な施設もありますので、延床面積の削減にあたっては全市的な

バランスを考慮し、各地域に配慮した対応が必要となります。しかし、安定的な財政運営を行う

ために、「集中と選択」が必要であることから、これらのことを勘案して得られた値の約 50％を

目標値とし、次のとおり設定します。 

 

目標値 

５０年間で、建築物系施設全体の延床面積を１５％減とする。 

（2018年12月末対比） 

 

（12）地方公会計（固定資産台帳等）の活用 

2015 年（平成 27 年）１月 23 日付総務大臣通知により、統一的な基準による財務書類等を作成

することが要請されています。統一的な基準による財務書類等の作成にあたっては、固定資産台

帳を整備・更新し補助簿として活用することが求められているため、固定資産台帳の整備・更新

に際して得た固定資産に関する様々な情報を公共施設等の管理運営に役立て、公共施設等の更新

や維持管理等と地方公会計制度を一体で推進していきます。 

 

（13）保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

本計画に基づき廃止や統廃合が進めば、その後の利活用がされない土地・建物が増加すること

が想定されます。このため、未利用地については売却処分や貸付等を積極的に進めるとともに、

廃止施設については、廃止後の利活用について、廃止を決定する前から検討し、廃止後は速やか

に処分できるよう進める必要があります。未利用となっている財産及び今後、用途廃止が予定さ

れている財産については、庁内照会を行い他の行政目的での利用を優先して検討するとともに、

他の行政目的での利用がない場合は、民間への売却や貸付等の利活用を進めていきます。 

民間への売却や貸付等を進めるに当たっては、売却を優先して検討していきます。その上で、

売却が困難な財産や、将来的な利用計画がある場合であっても当分の間、供用予定の無い財産に

ついては、貸付けによる利活用を図ります。 

 

（14）広域連携 

市民が求めるサービスを享受することができるのであれば、その提供主体は本市や近隣自治体

でもよい場合があります。現在、多くの公共施設は利用者を市民に限定していないほか、「学校給

食（食育センター）」については壮瞥町分も本市が担っています。 

また、「火葬場」「消防」については「西胆振行政事務組合」が、「ごみ処理・電算（メルトタワ

ー等）」については『西いぶり広域連合』が広域的に行っています。 

上下水道施設については、近隣自治体との連携により施設利用の広域化・共同化等を検討して

いきます。  
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（15）各種計画及び国管理施設との連携 

伊達市総合計画をはじめとした関連計画（伊達市過疎地域持続的発展計画など）及び公営企業

における経営戦略等の各種計画との整合性を図りながら連携を推進していきます。また、国が管

理するインフラ系施設の状況も踏まえ、連携して計画の遂行を推進していきます。 

 

（16）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

施設マネジメントを進めていくうえでは、将来にわたる財源の推移や施設全体の状況から総合

的に判断したうえで優先順位を付し、長期的な視点で計画的に整備、修繕等を実施していく必要

があります。 

現在は各施設等を所管する課が優先度を考慮したうえで修繕等の維持管理を行っていますが、

本計画の実施にあたっては、各施設等の所管課をはじめ建設部や企画財政部との連携や情報の共

有をし、財政計画や公共施設等の状況等を総合的に判断して、計画的に公共施設等の管理を取り

組んでいくものとします。 

本計画の推進を全庁的な取り組みとしていくためには、職員一人ひとりが施設をマネジメント

するという意識を持って取り組んでいく必要があるため、計画の趣旨を十分に理解し、ファシリ

ティマネジメントの視点に立った施設管理となるよう研修等を通じて職員の啓発に努め、コスト

意識の向上に努めていくものとします。 
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（17）実施した対策の実績 

2016 年度（平成 28 年度）の計画策定から 2022 年度（令和４年度）までに行った公共建築物の

改修・更新の主な取り組みは下記のとおりです。小規模修繕や設備修繕は除き、大規模工事のみ

記載しています（建築物系施設のみ記載）。 

 

年度 施設名 対策内容 

2016 

（H28） 

旭町改良住宅 外壁、屋根、内部の改修 

カルチャーセンター トイレの改修、大ホール音響設備の更新 

ひまわり保育所 保育所の建替え 

2017 

（H29） 

舟岡改良住宅 外壁、屋根の改修 

市内小・中学校 アスベスト対策に係る改修 

伊達小学校 暖房設備の改修 

2018 

（H30） 

舟岡団地 外壁、屋根の改修 

東小学校 暖房設備の改修 

伊達小学校 体育館の改築工事 

2019 

（R1） 

長和団地 外壁、屋根の改修 

ほのぼの団地 屋上の防水、雁木の塗装工事 

東小学校 校舎の長寿命化 

防災センター 空調設備更新、発電機設置、暖房用電源配線整備 

2020 

（R2） 

本庁舎、消防・防災センター 一部の照明器具の LED 化 

B&G 海洋センター 建物の解体 

光陵中学校 照明設備・トイレ・暖房設備の改修工事 

伊達小学校 校舎の建替え 

東小学校 校舎の長寿命化 

大滝総合支所 外壁、屋根、内部、照明、トイレ、暖房設備等の

改修 

2021 

（R3） 

長和団地 外壁、屋根の改修 

伊達小学校 校舎の建替え 

東小学校 校舎の長寿命化 

2022 

（R4） 

有珠生活館 有珠生活館の建替え 

カルチャーセンター 北側のバルコニーの改修 

まなびの里サッカー場屋内運動場 陸屋根、外壁の改修 

伊達小学校 校舎の建替え 

優徳農村公園コミュニティ施設 外壁、屋根、内部の改修 

旧大滝中学校 外壁、屋根、内部の改修 
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１．建築物系施設の管理に関する基本方針 

建築物系施設については、個別に定める長寿命化計画や伊達市過疎地域持続的発展計画等にも従

って維持管理、修繕、更新等を進めます。 

 

（１）庁舎等 

・庁舎は、伊達地域の本庁舎、大滝区の総合支所ともに、行政運営及びまちの中核施設であり、基

本的に継続利用を想定していますが、今後、老朽化対策や耐震化への対応を検討する必要があり

ます。 

・消防・防災センターについては、設備（プロジェクタ、音響設備等）に経年劣化が見られるため、

更新を検討する必要があります。 

 

（２）子育て・福祉関連施設 

①保育所、児童クラブ、子育て支援施設 

・保育所、子育て支援施設の配置計画については、「伊達市子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、将来的な児童数の減少を勘案して、効率的な配置を目指します。 

 

②高齢者福祉施設 

・潮香園は市内唯一の養護老人ホームであり、建物も比較的新しいため、継続利用を想定していま

す。 

また、建物を良好に保全するために定期的な維持補修（屋上防水シートの改修等）を行う必要

があります。屋内照明については、消費電力が少ないＬＥＤ照明ではないものの、省エネタイプ

の照明器具が設置されていることから、照明設備の更新時期に合わせてＬＥＤ照明等に交換する

ものとします。 

 

（３）地域会館関連施設 

①コミュニティセンター・市民活動センター 

・地域の中核的なコミュニティ活動の場であり、今後も継続利用するものとします。 

 

②小規模集会施設 

・地域に根差した集会施設ですが、利用者の減少や建物の老朽化に伴い、大規模改修が必要となっ

た場合には、廃止を含めて検討することとします。 

  

Ⅳ 



33 

③自治会館 

・地域に根差した集会施設ですが、利用者の減少や建物の老朽化に伴い、大規模改修が必要となっ

た場合には、廃止を含めて検討することとします。 

 

④大滝区の集会施設 

・大滝区内の大規模集会施設である大滝基幹集落センターは地域の中核施設であることから、継続

利用を想定しています。 

 

⑤その他の集会施設 

・有珠生活館はアイヌの方々が暮らす地域の生活環境を改善する目的で建設され、生活相談等に多

く利用されており、継続利用を想定しています。 

・旧地域活性化交流センターは、長期間休止しており再開には大規模改修が必要であることから用

途廃止しましたが、今後については除却も含めて検討する必要があります。 

・その他の集会施設は地域に根差した集会施設であり、大規模改修については地域との協議が必要

です。 

 

（４）産業振興関連施設 

・農林水産業や商工業といった特定目的の施設が多いため、各用途の実態と実情に基づいて方向性

を検討し、対策を講じます。 

 

①農林水産業施設 

・堆肥センター（伊達）、就農支援研修センター（伊逹）、大滝有機物再資源化センター（大滝）、木

質ペレットプラント（大滝）については、継続利用を想定しつつも、今後の施設のあり方を検討

していきます。 

 

②商工業施設 

・観光物産館及びワークプラザについては利用も多く、定期的なメンテナンスを含めた継続利用を

想定しています。 

・旧ひまわり保育所については、伊達商工会議所に無償貸与しており、貸与が終了する際には除却・

跡地利用を検討します。 

 

（５）住宅 

・公営住宅については、既に策定している「伊達市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、適正配

置等の対策を実施していきます。 
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（６）社会教育施設 

・伊達地域、大滝区それぞれの地区における、利用者ニーズに基づいた施設配置とサービス提供

を検討していきます。 

 

①文化施設 

・学術・文化・教養・芸術に関する文化施設は、基本的に継続利用を想定しています。 

・長寿命化に関する個別の計画を策定する予定の施設は、その計画に基づき対策を実施していきま

す。 

 

②その他 

・大滝自然ふれあい交流施設については一定の利用があるものの、更なる利用者増を目指して誘客

策を検討していきます。 

 

（７）スポーツ施設 

・市民のためのスポーツ施設として、基本的に継続利用を想定しています。 

 

（８）学校 

・学校については、「伊達市学校施設長寿命化計画」に基づき対策を実施していきます。 

・学校施設は、築 30～40 年のものが約６割と老朽化が進行しており、「第２次伊達市教育振興基本

計画」に基づく学校再編と併せて今後の最適化を図ります。 

・廃校施設は、民間売却等、多様な活用策を検討していきます。 

 

（９）給食センター 

・伊達地域では、2018 年（平成 30 年）１月より新規オープンした食育センターを、給食、料理教

室、レストラン等、市民の食の拠点として最大限活用していく方向です。 

また、広域連携の取り組みとして本市内の学校 10 校（小学校６校、中学校２校、小中学校１校、

義務教育学校１校）と壮瞥町内の学校２校（小学校１校、中学校１校）の給食調理業務を受託し

ています。 
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（10）その他 

・教職員住宅は、利用状況等から適正な管理戸数を見据えて、必要な維持管理や修繕を進めます。 

・国際交流職員住宅（旧大滝国際交流ゲストハウス）はネイティブスピーカー活用事業で大滝区に

赴任する国際交流職員の住居として活用されており、今後も継続利用を想定しています。 

・弄月館は農業研修及び保養目的で建設された施設ですが、設備の老朽化により用途を廃止したと

ころであり、今後の有効的な活用方法について検討する必要があります。 

・旧第２うめのこ、旧第３うめのこ児童クラブは、現在利用しておらず今後の利用見込みがないこ

とから、用途変更や除却・跡地利用を検討します。 

・不登校児童を受け入れている「こどもの国フェニックス」が利用する旧さくら幼稚園は、耐用年

数を経過しており、将来的な施設利用について検討します。 

・大滝区については、旧給食センターの有効活用策を今後検討していきます。 

・旧市民研修センター（体育館を含む｡）については除却とします。 

・旧大滝工芸館、旧森林せせらぎ館については今後の活用策や公売等を検討していきます。 

・旧有珠共同作業所については、解体を予定していきます。 

・旧清掃センターは本期間中に閉鎖を検討します。 
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２．インフラ系施設の管理に関する基本方針 

道路、橋りょう等インフラ系施設については、個別に定める長寿命化計画や伊達市過疎地域持続

的発展計画等にも従って維持管理、修繕、更新等を進めます。 

 

（１）道路 

・市道舗装の個別施設計画に基づき、路面性状調査の結果を踏まえ適切な措置を行い、道路舗装の

長寿命化や舗装の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指します。 

 

（２）橋りょう 

・高齢化橋梁の増大に対応するため、伊達市橋梁長寿命化計画に基づき橋梁の適切な損傷状況の評

価、維持管理、必要に応じた修繕を実施します。 

・日常的な維持管理については、路橋梁を常に健全な状態に保つための対応として通常パトロール

や清掃を行うほか、路面の損傷などがある場合には、必要に応じて桁下や橋梁周辺の点検を実施

します。 

 

（３）河川 

・パトロールによる確認と通報による現地確認を行う中で、維持管理、修繕を行い、機能の維持と

長寿命化を図ります。 

 

（４）上水道 

・伊達市水道ビジョン及び伊達市の水道事業におけるアセットマネジメントに基づき、老朽化施設

の更新や耐震化に当たっては、維持・補修により延命化を図りながら、目標耐用年数を基準に重

要度や老朽度から優先順位を決定して計画的に更新・改築を進めます。 

 

（５）下水道 

・伊達市下水道ビジョン及び伊達市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化施設の更新

や耐震化に当たっては、維持・補修により延命化を図りながら、目標耐用年数を基準に重要度や

老朽度から優先順位を決定して計画的に更新・改築を進めます。 

 

（６）公園 

・伊達市公園施設長寿命化計画に基づき、安全で快適な公園及び公園施設整備により、公園利用者

が安心できる都市公園を市民に提供します。 

・計画的な安全点検及び補修による「予防保全的管理」により、施設機能の向上や保持、さらには

ライフサイクルコストの縮減を図ります。  



37 

３．公共施設等の将来の資産更新必要額と個別施設計画の財政効果 

（１）建築物系施設～伊達市公共施設等総合管理計画 個別施設計画より 

伊達市公共施設等総合管理計画 個別施設計画では、公共施設等のうち建築物系施設の長寿命化

について、対策を行った場合と特別の対策をせずに耐用年数毎に建て替えた場合を比較して、どの

くらいの効果があるか試算しています。 

2019 年度（令和元年度）時点から今後 50 年間の期間で試算した結果、建築物系施設全体として、

長寿命化対策等により、単純更新（耐用年数で建替え）よりも約 156.1 億円の経費節減が見込まれ

ます。 

 

■経費（更新費用）の見込額（50 年間） 

№ 分類 

①長寿命化後の費用 ② 単 純 更

新 時 の 費

用（耐用年

数で建替） 

長 寿 命 化

対 策 等 の

効果額 

（①-②） 

修繕費用 

（ 2015 ～

2017 年 実

績平均） 

計 
大規模 

改修費用 
建替費用 

1 庁舎等 65.1 33.8 31.3 54.0 11.1 0.01 

2 子育て・福祉関連施設 26.2 15.4 10.8 30.1 △3.9 0.01 

3 地域会館関連施設 33.1 19.9 13.1 40.2 △7.2 0.09 

4 産業振興関連施設 69.1 31.5 37.6 51.7 17.4 0.06 

5 住宅 0.0 0.0 0.0 95.8 △95.8 0.08 

6 社会教育施設 55.6 31.3 24.3 63.0 △7.5 0.03 

7 
スポーツ施設 

（旧名：体育施設） 
9.9 8.4 1.5 19.8 △9.9 0.00 

8 学校 150.7 58.1 92.6 171.6 △20.9 0.45 

9 給食センター 5.6 5.6 0.0 12.5 △6.9 0.00 

10 その他 32.9 12.9 20.0 65.4 △32.5 0.19 

総計 448.2 217.0 231.2 604.3 △156.1 0.93 

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

  

（単位：億円） 
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（２）道路～市道舗装の個別施設計画より 

市道舗装の個別施設計画において、管理対象とする市道について、2018 年度（平成 30 年度）か

ら 2027 年度（令和９年度）までの 10 年間の舗装補修計画の概算費用を算出しています。10 年間

における概算費用合計は、約４億円となります。 

 

■10 年間の概算費用見通し 

 

 

費用 

（百万円） 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 

2026 

年度 

2027 

年度 

期間内 

合計費用 

事業費用 19.2 21.4 62.2 102.7 44.8 32.0 32.0 28.0 28.0 28.0 398.3 

 

  

19.2 21.4

62.2

102.7

44.8

32.0 32.0
28.0 28.0 28.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

（百万円）



39 

（３）橋りょう～伊達市橋梁長寿命化修繕計画より 

伊達市橋梁長寿命化修繕計画では、2020 年度（令和２年度）から今後 60 年間の更新費用等のシ

ミュレーションを行っています。 

60 年間の投資額累計は、大規模修繕・更新においては約 260 億円の予算が必要となるのに対し、

予防保全においては約 80 億円となり、コスト縮減として約 180 億円が見込まれます。 

 

■橋梁マネジメントシステム(BMS)による中長期修繕予算シミュレーション結果 

 

 

  



40 

（４）水道～伊達市の水道事業におけるアセットマネジメントより 

伊達市の水道事業におけるアセットマネジメントにおいて、2053 年（令和 35 年）までの構造

物及び設備、管路の更新需要見通しをシミュレーションしています。法定耐用年数で更新した場

合は、2053 年（令和 35 年）までに約 127.7 億円の費用がかかる見通しで、１年度当たりの事業

費は約３億円となります。 
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一方、更新優先度を考慮した場合の更新需要は、2053 年（令和 35 年）までに約 103.7 億円の

費用が見込まれ、１年度当たりの事業費は約 2.4 億円となり、法定耐用年数で更新した場合の事

業費と比較すると約 24 億円（18.7％）の事業費削減となります。 
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（５）下水道～伊達市下水道ストックマネジメント計画より 

伊達市下水道ストックマネジメント計画において、今後 100 年間の管路施設及び処理場施設の

改築の需要見通しをシミュレーションしています。標準耐用年数で改築した場合は、今後 100 年

間で約 958.6 億円の費用がかかる見通しで、１年度当たりの事業費は約 9.6 億円となります。 

 

■下水道施設全体の改築の需要見通し（標準耐用年数で改築した場合） 

 

 

一方、整備済みの全ての管渠に対し、段階的に事業費を引き上げながら緊急度の高い路線を対

象に改築、整備済みの処理場施設に対し、処理場・ポンプ場にかける年間事業費を 2.5 憶円（平

準化モデル）と設定し改築した場合は、今後 100 年間で約 486.2 億円の費用がかかる見通しで、

１年度当たりの事業費は約 4.9 億円となり、期間中で約 472.4 億円コスト縮減することが出来ま

す。 

 

■下水道施設全体の長期的な改築事業（平準化モデルで改築した場合） 
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（６）公園～伊達市公園施設長寿命化計画より 

伊達市公園施設長寿命化計画において、管理対象とする市内 37 公園の長寿命化対象施設につい

て、2018 年度（平成 30 年度）から 2027 年度（令和９年度）までの 10 年間の更新費用等の概算費

用を算出しています。10 年間における概算費用合計は、約 8.3 億円となります。 

 

■10 年間の概算費用見通し 

 
 

費用 

（百万円） 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 

2026 

年度 

2027 

年度 

期間内 

合計費用 

更新費用 41.0 35.6 33.6 34.7 37.2 46.3 44.7 40.4 42.3 43.5 399.1 

補修費用 0.3 1.0 2.9 2.7 305.4 0.5 0.4 0.3 1.5 116.9 432.0 

合計費用 41.3 36.6 36.5 37.4 342.6 46.8 45.1 40.7 43.8 160.4 831.1 

 

４．充当可能な地方債・基金等の財源についての考え方 

充当可能な財源見込みとして、公共施設等整備基金等を活用していきます。地方債については交

付税措置率の高いものを中心に活用していく考えです。 

交付税措置率の高い地方債は時限付きのものが多いため見通しが難しいですが、現段階で活用で

きるものは最大限活用していきます。今後も活用可能な交付税措置等が出てくれば活用に向けて積

極的な検討を行う考えです。 

 

■地方債の活用例 

・過疎対策事業債 

・緊急防災・減災事業債 

・公共施設等適正管理推進事業債 

・合併特例債 など 
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１．推進体制 

公共施設マネジメントの推進にあたっては、全ての公共建築物を一元的に情報管理し、各施設等

の所管課をはじめ建設部や企画財政部との連携や情報の共有をし、財政計画や公共施設等の状況等

を総合的に判断して、計画的に公共施設等の管理に取り組んでいくものとします。 

また、インフラ系施設については、専門的な技術やノウハウの蓄積がある、それぞれの所管課に

おいて公共施設マネジメントを推進していきます。 

今後、総合管理計画の方針や本計画における各施設の方向性に基づき、個別施設ごとに具体的な

取り組みを行いますが、事務的な整理や整備手法などの検討、具体的な対策の実施にあたっては、

対象施設に関連する市民・施設利用者・関係団体等との協議を行い、十分な調整と合意形成を図り

ながら進めます。 

また、長寿命化や複合施設化、予防・維持保全の推進を行う施設については、それぞれ修繕（改

修）計画を策定し、実際の事業実施に際しては、財政状況との整合性を図り財政負担の平準化を図

ります。 

 

２．全庁的な取り組み体制の構築及び情報管理・共有方策 

2021 年（令和３年）から財産契約課を設置し、財産管理について横断的な適正管理が図られるよ

う機構改革を行いました。 

また、「新しい公会計」の視点により、固定資産台帳等の整備を進めていく中で、保有する公共施

設等の情報を一元管理する体制を整え、システム等の活用により庁内の情報共有を図ります。 

これらの一元化された情報を基に連携調整を図り、事業の優先順位を判断しながら、持続可能な

施設整備・運営管理を行います。 

 

３．市民等との協働 

公共施設のあり方を検討する際には、「伊達市市民参加条例」に基づき市ホームページやパブリ

ックコメントを活用した情報発信など、市民からの意見・要望を採り入れながら、公共施設マネジ

メントを推進します。 

 

  

Ⅴ 公共施設マネジメントの実行体制
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４．PDCA サイクルの確立 

本計画は公共施設マネジメントに PDCA サイクルを採り入れ、常時、Plan（計画）➡Do（実行）

➡Check（評価）➡Action（改善）を意識することにより、計画自体を継続的に改善していきます。 

施設所管課は、本計画に基づいて施設ごとに再編計画や保全計画を作成し、PDCA を繰り返し、

施設ごとに効果の検証と課題等を庁内推進委員会に報告します。委員会では本計画の進行状況をま

とめ、内容の検討を繰り返すことにより、適正な計画へと見直しを行います。 

本計画の改訂を伴う場合は、必要に応じてパブリックコメントを行い、議会への報告、市広報紙

等への掲載を行います。 

 

 

 

 

 

  

課題について具体的な 

改善対策の検討 

各計画について実行 実行した計画内容について

現状を把握し、課題の 

洗い出しを行う 

Plan 

計画 

Do 

実行 

Action 

改善 

Check 

評価 

Ａ  Ｐ 

Ｃ  Ｄ 

各計画についても PDCA サイクルにより

計画の評価、課題について改善を繰り返

し、適宜上位計画に反映させる 

・公共施設等総合管理計画 

・公園施設長寿命化計画 

・橋梁長寿命化修繕計画 

・個別施設計画 など 

 

効果の検証や課題に 

ついて報告する 
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〈 用 語 集 〉 

※１更生管 
更生管とは、既存の管渠を利用し、既存管との複合管やライニングなど

により不足した管の耐力を補うもの。 

※２ユニバーサルデ

ザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しや

すいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方のこと。 

※３ファシリティマ

ネジメント 

組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経

営活動のこと。 

※４ライフサイクル

コスト 

建物の設計費、建設費等の初期投資（イニシャルコスト）と、修繕・改

修費、運営費等の管理運営費（ランニングコスト）及び解体処分費を合

わせた建物の生涯に必要な総費用のこと。 

※５ＰＰＰ 

Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画す

る手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効

率化や公共サービスの向上を目指すもの。 

※６ＰＦＩ 

Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサ

ービス向上を図る公共事業の手法をいう。 
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